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2025 年 12 月 1 日改正
新　旧　対　照　表

最良執行方針
新 旧

最良執行方針

３．その他
（１）
① ～　④　（　現行どおり　）
⑤ （　削　　　除　）

（２）当社または金融商品取引所市場等のシステム障害
等により、上記 2．に掲げる方法によることが困
難なため、やむを得ず、上記 2．に掲げる方法と
は異なる方法により執行する場合がございます。
その場合でも、その時点で最良の条件で執行する
よう努めます。

最良執行方針
（ホットライン取引で SOR 利用のご指示をいただい
ているお客さま向け）

２．用語の定義
「ＳＯＲ」　　　（　現行どおり　）
「ＰＴＳ」　　　（　現行どおり　）
「ダークプール」（Dark Pool）とは、証券会社が提供し
ているサービスで、証券会社内部で投資家同士の注文
をシステムで付け合わせ（マッチング）を行い、金融
商品取引所の立会外市場で約定させる取引のことです。

「レイテンシーアービトラージ」　（　現行どおり　）
「主市場」　　　（　現行どおり　）
「ＩＯＣ」　　　（　現行どおり　）

３．最良の取引の条件で執行するための方法及びこの
方法を選択する理由
当社においては、お客さまからいただいた注文に
対し、お客さまから取引の執行に関してＳＯＲ利
用のご指示をいただいた場合につきましては、次
の方法により執行いたします。

（１）上場株券等
当社は上場株券等に、金融商品取引所市場の立会
時間内に受注した注文の執行につきましては、金
融商品取引所市場に加え、弊社が契約している
ダークプールやＰＴＳなどを対象にするＳＯＲを

最良執行方針

３．その他
（１）
① ～　④　（　省　　　略　）　
⑤ 適格機関投資家等から、あらかじめ同意を得た
場合の取引は、受注の際に自己・委託の別を、あ
らかじめ明示しないで執行することがございます。
その場合には、事前にお客さまと合意した方法、
あるいは、コスト、スピード、執行の確実性等さ
まざまな要素を総合的に勘案して当社が最良と判
断する方法により執行いたします。

（２）システム障害等により、やむを得ず、最良執行方
針に基づいて選択する方法とは異なる方法により
執行する場合がございます。その場合でも、その
時点で最良の条件で執行するよう努めます。

最良執行方針
（ホットライン取引で SOR 利用のご指示をいただい
ているお客さま向け）

２．用語の定義
「ＳＯＲ」　 　（　省　　　略　）
「ＰＴＳ」　 　（　省　　　略　）
「ダークプール」（Dark Pool）とは、証券会社が提供し
ているサービスで、証券会社内部で投資家同士の注文
をシステムで付け合わせ（マッチング）を行い、金融
商品取引所の立会外市場で約定させる取引のことです。
当社では、Cboe ジャパン株式会社が運営する Cboe 
BIDS Japan というダークプールに接続しております。
「レイテンシーアービトラージ」　（　省　　　略　）
「主市場」　　　（　省　　　略　）
「ＩＯＣ」　 　（　省　　　略　）

３．最良の取引の条件で執行するための方法及びこの
方法を選択する理由
当社においては、お客さまからいただいた注文に
対し、お客さまから取引の執行に関してＳＯＲ利
用のご指示をいただいた場合につきましては、次
の方法により執行いたします。

（１）上場株券等
当社は上場株券等に、金融商品取引所市場の立会
時間内に受注した注文の執行につきましては、金
融商品取引所市場に加え、弊社が契約している
ダークプールやＰＴＳなどを対象にするＳＯＲを
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新 旧
導入しています。
　ＳＯＲを導入する理由としましては、当社に
ホットラインを設定されている主に法人のお客
さまの注文を執行するにあたり、可能な限りマー
ケットインパクトを抑制しながら約定機会を得る
ために合理的な執行方法と判断するためです。

①ＳＯＲ対象銘柄
　基本的にダークプール・ＰＴＳで取り扱いがあ
る銘柄が対象銘柄になります。
　ＳＯＲは金融商品取引所市場と価格等を比較し
て判断するため比較対象に取り扱いがある必要が
あります。
　当社のＳＯＲが注文の回送の対象とする取引施
設は、国内の金融商品取引所市場、当社が指定す
るダークプール、ＰＴＳはジャパンネクスト証券
株式会社が運営する J-Market です。
　ＳＯＲ対象市場等の選択の方法及び順序の概略
は以下の通りです。

（ａ）　　　　（　現行どおり　）
（ｂ）仮想板を作成した上で、ダークプールでマッ

チングを行います。
　最初にダークプールにてマッチングを行
う理由としましては、お客さまの注文のマー
ケットインパクトを抑制するためには、気配
情報が公開されないダークプールを最優先
するのが合理的であると考えるからです。

（ｃ）ダークプールでマッチングしなかった残りの
数量の注文を主市場とＰＴＳにて執行しま
す。気配価格が同値の場合、主市場、ＰＴＳ
それぞれの最良気配数量が多い順に分割し
て発注いたします。
　最良気配数量が多い順に分割して発注す
る理由としましては、約定可能性をなるべく
高くすることとレイテンシーアービトラー
ジに約定を妨げられる可能性を極力低くす
るためです。

レイテンシーアービトラージへの対応は以下の通り
です。
ⅰ） 最初に注文の全量を気配が公開されないダー
クプールにて、全ての取引施設で最良となる
価格の IOCでマッチングを試みる。

ⅱ） ダークプール以外の各取引施設に発注する際、
同じタイミングで一斉に発注する。

ⅲ） 主市場以外の取引施設には全て IOC の条件を
付して発注する。

ⅳ） 各取引施設に注文数量を分割する際、気配数量

導入しています。
　ＳＯＲを導入する理由としましては、当社に
ホットラインを設定されている主に法人のお客
さまの注文を執行するにあたり、可能な限りマー
ケットインパクトを抑制しながら約定機会を得る
ために合理的な執行方法と判断するためです。

①ＳＯＲ対象銘柄
　基本的にダークプール・ＰＴＳで取り扱いがあ
る銘柄が対象銘柄になります。
　ＳＯＲは金融商品取引所市場と価格等を比較し
て判断するため比較対象に取り扱いがある必要が
あります。
　当社のＳＯＲが注文の回送の対象とする取引施
設は、国内の金融商品取引所市場、ダークプール
は Cboe ジャパン株式会社が運営する Cboe BIDS 
Japan、ＰＴＳは Cboe ジャパン株式会社が運営
する Cboe Alpha、ジャパンネクスト証券株式会　
社が運営する J-Market です。
　ＳＯＲ対象市場等の選択の方法及び順序の概略
は以下の通りです。
（ａ）　　　　（　省　　　略　）
（ｂ）仮想板を作成した上で、ダークプールである 

Cboe BIDS Japan に仮想板の最良気配の
１ティックさらに有利な価格の指値で IOC 
にてマッチングを行います。
　最初にダークプールの Cboe BIDS Japan 
にてマッチングを行う理由としましては、お
客さまの注文のマーケットインパクトを抑
制するためには、気配情報が公開されない
ダークプールを最優先するのが合理的であ
ると考えるからです。

（ｃ）Cboe BIDS Japan でマッチングしなかった
残りの数量の注文を主市場とＰＴＳにて執
行します。気配価格が同値の場合、主市場、
ＰＴＳそれぞれの最良気配数量が多い順に分
割して発注いたします。
　最良気配数量が多い順に分割して発注す
る理由としましては、約定可能性をなるべく
高くすることとレイテンシーアービトラー
ジに約定を妨げられる可能性を極力低くす
るためです。

レイテンシーアービトラージへの対応は以下の通り
です。
ⅰ） 最初に注文の全量を気配が公開されないダー
クプールにて、全ての取引施設で最良となる
価格の IOCでマッチングを試みる。

ⅱ） ダークプール以外の各取引施設に発注する際、
同じタイミングで一斉に発注する。

ⅲ） 主市場以外の取引施設には全て IOC の条件を
付して発注する。

ⅳ） 各取引施設に注文数量を分割する際、気配数量
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新 旧
の多い順に数量を割り当てる。
これらをレイテンシーアービトラージへの対
応として選択している理由は気配が公開され
ない取引施設を最大限活用した上で、各取引
施設に分割して発注する必要がある場合は発
注タイミングを同時にすることでレイテン
シーアービトラージを回避できると判断して
いるからです。

②　　　　　（　現行どおり　）
（２）　　　　 　（　現行どおり　）

４. その他
（１）　　　　 　（　現行どおり　）
（２）システム障害時等の対応

　金融商品取引所市場が障害あるいは当該施設と
の接続が切断している場合は、ＳＯＲが参照する
主市場の情報が遮断されるため、執行を停止しま
す。
　金融商品取引所市場が接続も含めて正常で、
ダークプール、ＰＴＳが障害あるいは当該施設と
の接続が切断している場合は、障害のある当該施
設を除いてＳＯＲを適用します。金融商品取引所
市場以外の施設全てで障害あるいは接続が切断し
ている場合は、ＳＯＲを適用せず全て金融商品取
引所市場で執行します。

（３）　　　　 　（　現行どおり　）

以　上

の多い順に数量を割り当てる。
これらをレイテンシーアービトラージへの対
応として選択している理由は気配が公開され
ない取引施設を最大限活用した上で、各取引
施設に分割して発注する必要がある場合は発
注タイミングを同時にすることでレイテン
シーアービトラージを回避できると判断して
いるからです。

②　　　　　（　省　　　略　）
（２）　　　 　　（　省　　　略　）

４. その他
（１）　　　　 　（　省　　　略　）
（２）システム障害時等の対応

　システム障害の内容が、金融商品取引所市場が
接続も含めて正常で、ダークプール、ＰＴＳが障
害あるいは当該施設との接続が切断している場合
は、ＳＯＲを適用せず全て金融商品取引所市場で
執行します。
　逆に金融商品取引所市場が障害あるいは当該施
設との接続が切断している場合は、ＳＯＲの参照
する主市場の情報が遮断されるため、執行を停止
します。

（３）　　　　 　（　省　　　略　）

以　上
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2025 年 12 月 1 日改正
新　旧　対　照　表

岡三の証券総合取引約款
新 旧

第１章　証券総合取引
第３条
申込方法等
（３）お客様が、上記（１）のお申込みをされる場合には、

原則として次の①から③のお申込みを同時にして
いただきます。

①　第２章に定める証券総合口座サ－ビスの利用
②　第３章に定める日本ＭＲＦの契約
③　第１３章に定める振込先指定方式の利用

（削　　除）

第４章　有価証券の保護預り取引
第８条　お客様への連絡事項

（１）　　　 　（　現行どおり　）

（２）残高照合のための報告は、１年に１回（信用取引、
金商法第２８条第８項第６号に規定する有価証券
関連デリバティブ取引（以下「有価証券関連デリ
バティブ取引」といいます。）又は金商法第２条
第２２項に規定する店頭デリバティブ取引（有価
証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法
施行令第１条の８の６第１項第２号に該当するも
の及び同令第１６条の４第１項各号に掲げるもの
を除きます。以下「店頭デリバティブ取引」とい
います。）の未決済建玉がある場合には２回）以
上行います。また、取引のある場合は、四半期に
１回以上（信用取引、有価証券関連デリバティブ
取引又は店頭デリバティブ取引の未決済建玉があ
る場合は毎月）、法律の定めるところにより、残
高照合のための報告内容を含め取引残高報告書に
より行いますから、その内容にご不審の点がある
ときは、すみやかに当社の取扱店の管理担当者又
はお客さま相談室にご連絡ください。

（３）～（４） （　現行どおり　）

第５章　株式等振替決済取引
第 32 条　お客様への連絡事項

（１）　　　 　（　現行どおり　）

（２）上記（１）の残高照合のための報告は、振替株式
等の残高に異動があった場合に、所定の時期に年
１回以上ご通知します。また、法令等の定めると
ころにより取引残高報告書を定期的に通知する場
合には、残高照合のための報告内容を含めて行い
ますから、その内容にご不審の点があるときは、

第１章　証券総合取引
第３条
申込方法等
（３）お客様が、上記（１）のお申込みをされる場合には、

原則として次の①から④のお申込みを同時にして
いただきます。

①　第２章に定める証券総合口座サ－ビスの利用
②　第３章に定める日本ＭＲＦの契約
③　第１３章に定める振込先指定方式の利用
④　第１４章に定める岡三カードの利用

第４章　有価証券の保護預り取引
第８条　お客様への連絡事項

（１）　　　 　（　省　　　略　）

（２）残高照合のための報告は、１年に１回（信用取引、
金商法第２８条第８項第６号に規定する有価証券
関連デリバティブ取引（以下「有価証券関連デリ
バティブ取引」といいます。）又は金商法第２条
第２２項に規定する店頭デリバティブ取引（有価
証券関連デリバティブ取引並びに金融商品取引法
施行令第１条の８の６第１項第２号に該当するも
の及び同令第１６条の４第１項各号に掲げるもの
を除きます。以下「店頭デリバティブ取引」とい
います。）の未決済建玉がある場合には２回）以
上行います。また、取引のある場合は、四半期に
１回以上（信用取引、有価証券関連デリバティブ
取引又は店頭デリバティブ取引の未決済建玉があ
る場合は毎月）、法律の定めるところにより、残
高照合のための報告内容を含め取引残高報告書に
より行いますから、その内容にご不審の点がある
ときは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又は
お客さま相談室にご連絡ください。

（３）～（４） （　省　　　略　）

第５章　株式等振替決済取引
第 32 条　お客様への連絡事項

（１）　　　 　（　省　　　略　）

（２）上記（１）の残高照合のための報告は、振替株式
等の残高に異動があった場合に、所定の時期に年
１回以上ご通知します。また、法令等の定めると
ころにより取引残高報告書を定期的に通知する場
合には、残高照合のための報告内容を含めて行い
ますから、その内容にご不審の点があるときは、
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新 旧
すみやかに当社の取扱店の管理担当者又はお客さ
ま相談室にご連絡ください。

（３）～（５） （　現行どおり　）

第６章　国債振替決済取引
第 11 条　お客様への連絡事項

（１）　　　 　（　現行どおり　）

（２）残高照合のための報告は、１年に１回（信用取引、
金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）
第２８条第８項第６号に規定する有価証券関連デ
リバティブ取引（以下「有価証券関連デリバティ
ブ取引」といいます。）又は金商法第２条第２２
項に規定する店頭デリバティブ取引（有価証券関
連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令
第１条の８の３第１項第２号に該当するもの及び
同令第１６条の４第１項各号に掲げるものを除き
ます。以下「店頭デリバティブ取引」といいます。）
の未決済建玉がある場合には２回）以上行います。
また、取引のある場合は、四半期に１回以上（信
用取引、有価証券関連デリバティブ取引又は店頭
デリバティブ取引の未決済建玉がある場合は毎
月）、法律の定めるところにより、残高照合のた
めの報告内容を含め取引残高報告書により行いま
すから、その内容にご不審の点があるときは、す
みやかに当社の取扱店の管理担当者又はお客さま
相談室にご連絡ください。

（３）～（５） （　現行どおり　）

第７章　一般債振替決済取引
第９条　お客様への連絡事項

（１）　　　 　（　現行どおり　）

（２）上記（１）②の残高照合のための報告は、一般債
の残高に異動があった場合に、所定の時期に年１
回以上ご通知します。また、法令等の定めるとこ
ろにより取引残高報告書を定期的に通知する場合
には、残高照合のための報告内容を含めて行いま
すから、その内容にご不審の点があるときは、す
みやかに当社の取扱店の管理担当者又はお客さま
相談室にご連絡ください。

（３）～（５） （　現行どおり　）

第８章　短期社債等振替決済取引
第９条　お客様への連絡事項

すみやかに当社の取扱店の管理課長又はお客さま
相談室にご連絡ください。

（３）～（５） （　省　　　略　）

第６章　国債振替決済取引
第 11 条　お客様への連絡事項

（１）　　　 　（　省　　　略　）

（２）残高照合のための報告は、１年に１回（信用取引、
金融商品取引法（以下「金商法」といいます。）
第２８条第８項第６号に規定する有価証券関連デ
リバティブ取引（以下「有価証券関連デリバティ
ブ取引」といいます。）又は金商法第２条第２２
項に規定する店頭デリバティブ取引（有価証券関
連デリバティブ取引並びに金融商品取引法施行令
第１条の８の３第１項第２号に該当するもの及び
同令第１６条の４第１項各号に掲げるものを除き
ます。以下「店頭デリバティブ取引」といいます。）
の未決済建玉がある場合には２回）以上行います。
また、取引のある場合は、四半期に１回以上（信
用取引、有価証券関連デリバティブ取引又は店頭
デリバティブ取引の未決済建玉がある場合は毎
月）、法律の定めるところにより、残高照合のた
めの報告内容を含め取引残高報告書により行いま
すから、その内容にご不審の点があるときは、す
みやかに当社の取扱店の管理課長又はお客さま相
談室にご連絡ください。

（３）～（５） （　省　　　略　）

第７章　一般債振替決済取引
第９条　お客様への連絡事項

（１）　　　 　（　省　　　略　）

（２）上記（１）②の残高照合のための報告は、一般債
の残高に異動があった場合に、所定の時期に年１
回以上ご通知します。また、法令等の定めるとこ
ろにより取引残高報告書を定期的に通知する場合
には、残高照合のための報告内容を含めて行いま
すから、その内容にご不審の点があるときは、す
みやかに当社の取扱店の管理課長又はお客さま相
談室にご連絡ください。

（３）～（５） （　省　　　略　）

第８章　短期社債等振替決済取引
第９条　お客様への連絡事項
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新 旧
（１）　　　 　（　現行どおり　）

（２）上記（１）の残高照合のための報告は、短期社債
等の残高に異動があった場合に、所定の時期に年
１回以上ご通知します。また、法令等の定めると
ころにより取引残高報告書を定期的に通知する場
合には、残高照合のための報告内容を含めて行い
ますから、その内容にご不審の点があるときは、
すみやかに当社の取扱店の管理担当者又はお客さ
ま相談室にご連絡ください。

（３）～（５） （　現行どおり　）

第９章　投資信託受益権振替決済取引
第９条　お客様への連絡事項

（１）　　　 　（　現行どおり　）

（２）上記（１）②の残高照合のための報告は、投資信
託受益権の残高に異動があった場合に、所定の時
期に年１回以上ご通知します。また、法令等の定
めるところにより取引残高報告書を定期的に通知
する場合には、残高照合のための報告内容を含め
て行いますから、その内容にご不審の点があると
きは、すみやかに当社の取扱店の管理担当者又は
お客さま相談室にご連絡ください。

（３）～（５） （　現行どおり　）

第１４章　岡三カードの利用
第 11 条
カードのサービス変更および終了
（１）当社は、事業運営上の判断により、本サービスの

全部または一部を変更または終了することがあり
ます。

（２）サービスを終了する場合、当社は原則として終了
日の３ヵ月前までに、当社ウェブサイト上または
その他適切な方法により、利用者に対してその旨
を通知します。

（３）本サービスの終了に伴い、利用者に直接的または
間接的な損害が生じた場合であっても、当社は一
切の責任を負わないものとします。

第 12 条
その他
本章に定めのない事項については、この約款第４章、
第１０章、その他の取引約款、取扱規定等によりお
取扱いします。

（１）　　　 　（　省　　　略　）

（２）上記（１）の残高照合のための報告は、短期社債
等の残高に異動があった場合に、所定の時期に年
１回以上ご通知します。また、法令等の定めると
ころにより取引残高報告書を定期的に通知する場
合には、残高照合のための報告内容を含めて行い
ますから、その内容にご不審の点があるときは、
すみやかに当社の取扱店の管理課長又はお客さま
相談室にご連絡ください。

（３）～（５） （　省　　　略　）

第９章　投資信託受益権振替決済取引
第９条　お客様への連絡事項

（１）　　　 　（　省　　　略　）

（２）上記（１）②の残高照合のための報告は、投資信
託受益権の残高に異動があった場合に、所定の時
期に年１回以上ご通知します。また、法令等の定
めるところにより取引残高報告書を定期的に通知
する場合には、残高照合のための報告内容を含め
て行いますから、その内容にご不審の点があると
きは、すみやかに当社の取扱店の管理課長又はお
客さま相談室にご連絡ください。

（３）～（５） （　省　　　略　）

第１４章　岡三カードの利用
（新　　設）

第 11 条
その他
本章に定めのない事項については、この約款第４章、
第１０章、その他の取引約款、取扱規定等によりお
取扱いします。
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2025 年 12 月 1 日改正
新　旧　対　照　表

外国証券取引口座約款
新 旧

（配当等の処理）
第７条　　　　（　現行どおり　）
２～７　　　　（　現行どおり　）
８　配当金等の支払手続において、決済会社が配当金
等の支払いを開始する日として指定した日から５年
を経過してもなお受領されないときは、決済会社及
び当社はその支払義務を免れるものとします。

（新株予約権等その他の権利の処理）
第８条　　　　（　現行どおり　）
（１）～（４）　（　現行どおり　）
（５）第１号ａ、第２号及び第３号により売却処分した

代金については、前条第１項第２号ａ並びに同条
第２項から第５項まで及び第７項の規定に準じて
処理するものとし、同条第８項の規定はその支払
いについて準用します

　　付　　　　則
１．第７条第８項及び第８条第５号の規定は、令和 12
年 10 月１日より施行する。
２．第７条第８項（第８条第５号において準用する場
合を含む。）の規定は、この改正規定施行の日より前
の日を支払いを開始する日として指定した配当金等
（同号において準用する場合にあっては、同条第１号
ａ、第２号及び第３号により売却処分した代金）に
ついても適用する。

（配当等の処理）
第７条　　　　（　省　略　）
２～７　　　　（　省　略　）
８　　　　　　（　新　設　）

（新株予約権等その他の権利の処理）
第８条　　　　（　省　略　）
（１）～（４）　（　省　略　）
（５）第１号ａ、第２号及び第３号により売却処分した

代金については、前条第１項第２号ａ並びに同条
第２項から第５項まで及び第７項の規定に準じて
処理します。
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